
○ 宇都宮市資源物の集団回収に関する報償金等交付要綱  
                              平成１２年３月３１日 
                              告 示 第 １ ４ ３号 

（趣旨） 
第１条 市の交付する資源物集団回収報償金及び資源物回収事業補助金（以下「報償金等」 

という。）については，宇都宮市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２２条。以下「規

則」という。）に規定するもののほか，この要綱の定めるところによる。 
 

（目的） 
第２条 この要綱は，資源物の集団回収を市民の自主事業として実施している団体又は集団 

回収により集められた資源物を回収する業者に対し，資源物集団回収報償金（以下「報償 
金」という。）又は資源物回収事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに 
より，資源物回収活動の活性化を図り，もって一般廃棄物の減量と資源の再利用を促進す 
ることを目的とする。 

 
（定義） 

第３条 この要綱において「資源物」とは，家庭から排出される一般廃棄物のうち古紙，空 
 きびん，金属類，布類，その他資源として再利用が可能なものをいう。 
 

（交付対象者） 
第４条 報償金は，資源物の集団回収を実施している団体で，次の各号に掲げる要件のいず 
 れにも該当するものに対し交付するものとする。 

（１）市内に住所を有するもので営利を目的としないこと。 
（２）資源物の集団回収を定期的に行っていること。 

２ 補助金は，集団回収により集められた資源物を回収する業者で，次の各号に掲げる要件 
のいずれにも該当するものに対し交付するものとする。 
(1)  宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第１条の４に定める指定回収 

者であること。   

(2)  この要綱に定める資源物のすべてもしくは一部を回収し，及び売却することが可能 

であること。 

 
（報償金等の額） 

第５条 報償金の額は，回収した資源物の重量１キログラムにつき７円とする。 
２ 補助金の額は，回収した資源物の重量１キログラムにつき１円とする。 
３ 前２項の報償金等の額に１０円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるも

のとする。 
 

（補助金の交付対象期間） 
第６条 補助金の交付対象となる期間は，新聞紙の市況価格が重量１キログラムにつき９円 

に達した日の属する月までとする。 
 

（補則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，報償金等の交付について必要な事項は，別に定め 

る。 
 

制定文 抄 
 平成１２年４月１日から適用する。 
  改正文（平成１４年９月２４日告示３７０号） 抄 



 平成１４年１０月１日から適用する。 
改正文（平成１７年３月３１日告示１７０号） 抄 

 平成１７年４月１日から適用する。 
  改正文（平成１９年４月１日告示１９２号） 抄 
 平成１９年４月１日から適用する。 
  改正文（令和３年３月３１日告示１２２号） 抄 
 令和３年４月１日から適用する。 
  改正文（令和６年３月２５日告示８２号） 抄 
 令和６年４月１日から適用する。令和６年３月３１日までに集団回収を実施したものにつ

いては，なお従前の例による ｡  
 


